
 
 

東松山都市計画土地区画整理事業の変更（東松山市決定） 
 

都市計画市の川土地区画整理事業を次のように変更する。 

 

名  称 市の川土地区画整理事業 

面  積 約２５．７ｈａ 

公 

共 

施 

設 

の 

配 

置 

道  路 

 

種 別 名 称 幅 員 延 長 備 考 

幹線街路 ３・５・３２ 加美町通線 １２．０ｍ 約６９２ｍ 都市計画決定済 

幹線街路 ３・５・３３ 市の川小学校前通線 １２．０ｍ 約３１０ｍ 都市計画決定済 

 上記都市計画道路を基幹とし、幅員１６ｍ～４ｍの区画街路を

この地域の土地利用計画に合わせて適宜配置する。 

公園及び 

緑  地 

区域面積の3％以上を確保し、地区内の誘致距離を考慮して近

隣公園１ケ所、街区公園２ケ所を配置する。また、緑地の一部を

地区内の治水対策等の一環とし適宜配置する。 

その他の 

公共施設 

供給処理施設については、東松山市の上下水道計画に基づき

同時に整備をする。 

宅 地 の 

整  備 

宅地の整備計画については、住居系用途に適するよう、短辺２０ｍ～５０

ｍ、長辺５０ｍ～２５０ｍを基準とした街区構成を確保し、１５０㎡～２０

０㎡を中心とした宅地規模を考慮して計画する。 

 

「施行区域は計画図表示のとおり」 

 

理由 

本地区は、市の川特定土地区画整理事業の完了をもって、地区内の道路等の地

形地物の位置が確定したことから、区域区分の境界を現況の地形地物に整合させ

る変更を行うこととした。あわせて、土地区画整理事業施行区域についても現況

の地形地物に整合させる必要性が生じたことから、土地区画整理事業施行区域を

縮小する変更を行うものである。 

 

都市計画を定める区域 

東松山市美原町一丁目、二丁目、三丁目及び加美町の各一部 


